
集要項

獣 詳しい旅行条件を説萌|した書面をお渡じしますあで轟勤請ヒゴ確認0工:お申1込みく,ま いゞ。〉
■旅券・査証について
必要な旅券残存期間は出同時に有効期間が3か月以上が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどう
かの確認、旅券取得はお客様の責任で行つてください。これらの手続代行については販売店が渡航手続料金をい

ただいてお受けいたします。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先回の領事館入国管理事務所にお問い合
わせください。詳しくはお申込の旅行取扱店にお問い合わせください。

■お申し込み
申込書に必要事項を記入の上、近畿日本ツーリスト東北福島支店へFAXま たはご郵送ください。

■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示された次のもの

①航空運賃 (エ コノミークラス)、 利用交通機関の運賃、観光料金 宿泊料金 (2人部F_に お二人利用)、

日程表表示の食事料金
②お一人様スーツケース等1個の手荷物の運搬料金 (お一人20kg以 内ですが 運送機関によつて異なりますので
詳しくは係員へおたずねください.

③団体行動の心付、税金 サービス料等
■旅行代金に含まれないもの
上記3点 の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物料金、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税 サービス料金、傷害 疾
病に関する医療費、渡航手続諸費用 (旅券FO紙代、予防接種料金、渡航手続取扱料金、査証代等)、 一人部屋を
利用する場合の追加料金85,000円 、希望者のみ参加するオプショナルツアー費用、旅行日程中の日本国内外の
空港税 出国税及びこれに類する諸税、海外空港諸税5,500円 ,燃油サーチャージ及び航空保険料37,000円 、
成田空港使用料2.610円 (契約成立後に燃油サーチャージが増額された場合には不足分を追加徴収し、同じく
減額された場合には速やかに減額された分を払い戻しいたします。

■空港税等について
海外空港諸税5,500円 、成田空港使用料2,610円

※記載の現地空港税は2018年 2月 1日 現在のものです。lEUR=136円 にて換算。 (2018年 2月 1日 現在の三菱東京UFJ

銀行円電信売り為替相場)1円単位切り上:ス なお為替の変動による追加徴収 返金はいたしません。
日渡航手続取扱料金について
①出入国記録書類の作成を行つたとき (1か 国につき)   4320円
②旅券申請書類の作成を代行するとき   4,320円
※当該料金は合算して申し受けます。
※お客様がご自身で上記書類などを作成されるときは、上記取扱料金は不要です。

■お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第二者に譲り渡すことが出来ます。この際交替に要する実贅及び手
数料として 3000円お支払いただきます。

口取消料
お申し込みの際 お客様のご都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対しておひとりにつき次の取消料をいた
だきます。

旅行開始 日の前 日力ち 起算して30日 から3日 前 までの取 ,肖 旅

`予

代金 の20%

旅行開階 日の 前 や日以降旅

`テ

開始 B当 日、旅

`テ

開階 前 までの取消 粛 テ代金の 50%

旅行開始 後 の取消 または無 連絡 不参加 歯 テ代金全額

■旅行内容・旅行代金の変更
天災地変、運送 宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃 料金
の大幅な改定により旅行内容 旅行代金を変更する場合があります。なおお客様の申し出により 旅行内容の変
更がある場合には別途経費をいただきます。また、運送 宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる場合、お

客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更することがあります。

バンフレット基準日:平成30年 1月 29日 管理番号 :459r。 48‐ 01007

【お問合せ。お申し込み先】

株式会社近畿日本ツーリス ト東北 福島支店
「ユニバーサルデザインツアー」係

〒960-8041福島県福島市大町7-3福島センタービル1階 旅行業務取扱管理者 坂上 隆司

電籠 :024-521-141l FAX:024-524…1525 担当 :渡部/茶畑
電歴の受付は10:00～ 17:30(月 ～金)土 。日・ 祝日休み

Or申警?有棒ぞ露奪IF串藩霧事稲畠   1イ
スト岬暉■幸声「響洋

口特別補償
お客様が旅行中、生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害については、あらかじめ定める額の補償金
または見舞金を支払います。

■当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限

度額は1人15万円 (ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません.}ま た次のような

場合は原則として責任を負いません、お客様が天災地変、戦舌し、暴動 運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の

中上、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき.

■最少催行人員に満たない場合
最少催行人員に満たない場合には旅行の催行を中止する場合があります。この場合には旅行開始日の前日から起

算してきかのぼって、23日 目に当たる日前に通知します。
■旅程保IE

旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款 {企画旅行契約の書日の規定によりその変更の内容に

応して旅行代金に下記に定める率を乗した額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われ

る変更補償金の額は、旅行代金の15%を 限度とします。また、一旅イ〒契約についての変更補償金の額が1.000日 未

満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは 表記の旅行代金に追加代

金をカロえた合計額です。
■免責事項
当社に故意または過失のない場合でお客様に損害を被られた場合は損害の責任を負うものではありません。
(―例 :天災 騒乱 暴動 現地官公庁の命令・伝染病 自由行動中の事故 食中毒 盗難)

■時間の目安
04:00～ 早朝/06:00～ 朝/09:00～ 午前/12:00～ 昼/13:00～ 午後/16:00～ 夕刻/18:00～ 夜/23:00～深夜

■海外危険情報について
渡航先によつては、外務省「海外危険情報」等、同 地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
お申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡します。
また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http:″w]ni an2en mOfa gO Jpノ」でもご確認ください

口渡航先に「海外危険情報Jが発出された場合の催行中止について
①r十分注意して下さいJ 通常通り催行いたしますが、当社にて渡航情報 (危 険情報)の書面をお受け取りくだ

さい.契約成立後に取消された場合には、所定の取消料をお支払いいただきます。
② r渡航の是非を検討してください」 当社にて適tDな r危 険回避措置」力

'請
しられると判断された場合にIIRり

原則催行いたします。
③「渡航の延期をおすすめします」「退選を勧告します」 催行を中止いたします。

■保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームベージhttp://www forth go,p/で ご確認
ください。

日海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります また、事故の場合、加害者への賠償
金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また 死亡 後遺障害等を担保す
るため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については係員
にお問い合わせください。

■個人情報の取扱いについて
①旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送 宿泊機関等の手配のために

利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
②当社、当社のグループ企業である近畿日本ツーリスト (株 )等および販売店力鍛 り扱う商品、サービスに関す

る情報をお客さまに提供させていただくことがあります。
③上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については 当社の店頭またはホームページでご確認く
ださい。

【お申込み金】
お申込み金20,000円 を指定の日座にお振込みください。 (申込金は旅行代金の一部です。旅行

契約は当社が契約締結を承皓し、申込金を受理 した時に成立するものとします。 )

■お振込み銀行 :東邦銀行本店

■普 通 口 座 :10478
■口 座  名 :0近畿日本ツーリス ト東北 福島支店


